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北海道後期高齢者医療広域連合が主体（保険者）となり、市区町村と協力して運営しています。

支 え あ い の し く み

運 営 の し く み

広域連合 市区町村
運営主体（保険者）となり、
●各種証の交付
●医療を受けたときの給付
●保険料の決定
●保健事業の企画を行います

●各種証の引き渡し
●申請や届出の受付
●保険料の徴収
●保健事業の推進実施

各種証


